
 
  

AI に関するオープン性の機会と共通言語に関する G7 ビジョン 

対象 

本文書は、政府、規制当局、政府間機関、シンクタンク、非政府組織（NGO）、AI モデル提供者、財

団、オープンソースコミュニティ、市民社会を含む、G7 加盟国およびそれを超えて広範な AI エコシ

ステムを対象としているものである。また、AI モデル提供者、中小企業（MSME）を含む企業、イノ

ベーションおよびデジタルを推進する主体、研究者、科学者、研究資金提供者、公的機関にとっても

参考資料となり得るものでもある。 本文書の目的は、AI のオープン性を説明する用語の使用において

より明確さを求めること、およびコミュニティと協力して、この問題に関する G7 のさらなる取り組

みを促進することにある。  

本文書は、拘束力を持たない参考資料である。AI ガバナンス、サイバーセキュリティ、データ保護、

知的財産権に関連するものを含め、適用される国内または国際的な枠組みを損なうものではない。 

導入 

1. 我々、G7 デジタル・技術担当大臣は、オープンソースソフトウェアが、経済圏を越えた技術への

アクセス障壁を低減することなどを通じて、国際的な共同研究や発見、協調的イノベーション、そし

てデジタル分野での進歩にとって不可欠なものとなっていることを認識する。 同様に、AI 分野にお

いても、オープン性は G7 諸国およびそれを超えた経済圏に多大な利益をもたらしており、今後もさ

らなる機会が期待される。G7 加盟国は、イノベーション、研究、経済成長に対する AI のオープン性

の多大な利益を認識しつつも、デュアルユース（軍民両用）に関する懸念、セキュリティ上の脆弱性、

技術スタックに関連するものを含むサプライチェーンのリスクなどの問題を踏まえて、オープン性を

評価すべきであることも認識している。 

過去 30 年間、ソフトウェアは G7 諸国の経済を変革し、直接的・間接的な利益をもたらすとともに、

前例のない成長の機会を可能にしてきた。その間、オープンソースソフトウェアは我々の経済の礎と

なり、ソフトウェアの開発コストを大幅に削減し、再現性を可能とすることで発見の原動力となり、

研究を加速させ、世界中の研究者の参画障壁を低減してきた。 

人工知能（AI）はG7 諸国の経済を変革するものと見込まれており、AI のオープン性は、ソフトウェア

のオープン性やその他のオープン性と同様の役割を果たす可能性を秘めている。しかし、AI は定義の

明確さという点において新たな課題を提起している。すなわち、「オープンウェイト」や「オープン

ソース AI」の意味については依然として論争が巻き起こっており、オープンソースの従来の定義が一

定の指針を示しているとはいえ、さらなる明確化が必要である。  

AI 分野におけるこうした明確さの欠如は、こうした技術のオープン性の度合いに疑念を抱かせる傾向

があり、ひいてはその恩恵の過小評価に繋がる。したがって、我々G7 のデジタル・技術担当大臣は、

より広範なエコシステムに対し、AI のオープン性を記述する際に用いられる言葉のニュアンスを意識

するよう促します。 エコシステムがより共通の理解へと向かうことを支援するため、我々は、AI のオ

ープン性の機会と共通言語に関する G7 ビジョンとして、本文書を提示する。これには、AI のオープ

ン性による経済的利益に関する声明、およびこの新興分野の発展に寄与することを意図した、より微

妙なニュアンスを含むオープン性の類型化を含む一連の原則が含まれる。明確な区別は、ユーザー、

政策立案者、および市場が、AI のオープン性の程度の違いがもたらす実際的な影響をよりよく理解す

るのに役立つ。 

2. AI のオープン性は、イノベーションと協力を促進し、企業やコミュニティの技術へのアクセスを拡

大することで、我々の経済に不可欠な貢献をしてきた。  

AI のオープン化がもたらす便益は、物理的インフラの最適化から、AI を活用した先進的なビジネスソ

リューションの実現に至るまで、AI ライフサイクルのあらゆる段階に及ぶ。OECD の報告書『AI のオ

ープン化の便益』で強調されているように、オープンウェイト AI モデルおよび関連するオープンソー

スソフトウェアは、国内総生産（GDP）を含め、ミクロおよびマクロ経済にプラスの影響を与えうる。 
その恩恵には、特に大規模な導入において高い費用対効果が挙げられるほか、イノベーション、地域

での価値創造、業界ごとの適応、そして戦略的なデジタル自律性の支援も含まれる。同時に、悪意の



 
  

ある利用、セキュリティ上の脆弱性、説明責任や監督に関する課題など、完全にオープンではない AI
がもたらす潜在的なリスクを特定するための今後の取り組みが必要となる。 

こうした文脈において、「オープン」と称される AI に関する、より明確かつ共有されたビジョンは、

不確実性を低減し、イノベーションを支援し、経済成長に寄与し、オープンウォッシングのような慣

行を回避することで、大きな付加価値をもたらすだろう。 

原則 

原則 1 — AI のオープン性はコミュニティ主導である 

オープンソースの規範、標準、および定義の策定は、営利・非営利を問わず、これらの技術を構築・

利用する開発者、研究者、科学者、スタートアップ、実務家などのコミュニティによって、長年にわ

たり形作られてきた。G7 加盟国は、オープン性が実務上何を意味するかを形作る上で、これらのコミ

ュニティが果たす中心的な役割を認識する。また、既存の取り組みを評価するとともに、オープンな

AI に関する共通基準の策定において、公的機関とオープンソース・コミュニティとの継続的な連携を

奨励する。 

原則 2 — AI のオープン性はスペクトラムである  

AI のオープン性は二元的なものではない。それは、制限付きライセンスの下で重みのみを共有するモ

デルから、オープンライセンスの下ですべての要素を完全に公開するモデルに至るまで、スペクトラ

ム上に存在する。G7 加盟国およびステークホルダーは、「オープン」という用語を無条件に使用する

のではなく、特定の AI にどの程度のオープン性が適用されるかを認識し、言及することが推奨される。  

オープン性のスペクトル的性質を考えると、厳密な定義を網羅的に策定することは困難である。しか

し、技術的な類型を確立する最初の試みは、G7 加盟国がそれをより正確に記述するのに役立つ。以下

でそれらをさらに展開する。  

原則 3 — AI には複数の要素がある  

AI のオープン性は、以下に挙げる要素（用語集参照）の組み合わせによって決定される。これには以

下が含まれるが、これらに限定されない： 

● 利用制限  

● モデルの重み 

● デプロイメントコード 

● トレーニングコード 

● トレーニングデータ 

利用可能になる各追加コンポーネントは、オープン性の度合いに影響を与え、それとともに、イノベ

ーション、再現性、およびレジリエンスの可能性にも影響を与えます。 

原則 4 — AI のオープン性は適切なラベルによって記述される 

AI に適用される「オープン」という用語について、一般的に受け入れられた定義が存在しないため、

ステークホルダーは、特定のモデルのオープン性の度合いを正確かつ透明性を持って反映する用語を

使用することが推奨される。少なくとも、AI を「オープン」と表現する際は、「オープン」という用

語を包括的な特徴付けとして使用したり、実際に提供されているものよりも高いレベルのオープン性

を暗示したりするのではなく、どのコンポーネントが利用可能か（制限の有無にかかわらず）、を明

確に述べるべきである。 

分類  

以下の階層型分類は、AI のオープン性の異なる度合いを、最もオープンなものから比較的オープンで

ないものへと順に記述したものである。オープン性はスペクトル的な性質を持つため、この分類は網

羅的なものではなく、純粋な二分法を超えた共通の参照点を提供することを目的としている。G7 加盟

国は、AI について言及する際の共通の技術的参照として、この分類を採用することが推奨される。 G7



 
  

は、AI を「オープン」と表現する際、アクセス条件、ライセンス条項、ドキュメント、および利用制

限に関する透明性の重要性を強調する。 

● オープンデータ付きオープンソース AI 

オープンデータ付きオープンソース AI とは、モデルの重み、デプロイメントコード、トレーニングコ

ード、および完全なトレーニングデータを含め、オープンソースライセンスの下で無償で公開される

AI を指す。 

● オープンソース AI  

オープンソース AI とは、モデルの重み、デプロイメントコード、トレーニングコード、場合によって

は完全なトレーニングデータを含め、オープンソースライセンスの下で無償で公開される AI である。  

ただし、法的または技術的な理由により共有が不可能な場合、全トレーニングデータの提供には例外

が適用されることがあります。そのような場合、利用できないデータに関するデータ情報（用語集参

照）を代わりに提供する必要があ る。 

● オープンウェイト AI  

オープンウェイト AI とは、オープンソースライセンス（用語集参照）の下で、その重みとデプロイメ

ントコードとともに無料で公開される AI です。 

● ウェイト利用可能 AI 

ウェイト利用可能 AI とは、商用利用、地理的制限、ユースケースの制限など、利用方法に制限を含む

ライセンスの下で、重みとデプロイメントコードと共に無料で公開される AI である。 

用語集 

AI モデル：本文書において、AI モデルとは、予測および推論を通じて結果を生成する AI システムの構

成要素を指します。  

AI システム：本文書において、AI システムとは、さまざまなレベルの自律性をもって動作するように

設計され、導入後に適応性を示す可能性があり、明示的または暗黙的な目的のために、受け取った入

力から、物理的または仮想的な環境に影響を与える可能性のある予測、コンテンツ、推奨事項、また

は決定といった出力を生成する方法を推論する、機械ベースのシステムを指す。 

トレーニングデータ情報：モデルのトレーニングに使用されたデータに関する十分に詳細な情報。こ

れには以下を含める必要がある：出所、範囲、特性、収集および選択方法、ラベリング手順、ならび

に処理およびフィルタリング手法を網羅し、共有不可能なデータを含むすべてのトレーニングデータ

の完全な説明；一般に公開されているすべてのトレーニングデータの一覧およびその入手先；ならび

に、有料を含む第三者から入手可能なすべてのトレーニングデータの一覧およびその入手先。 

デプロイメントコード：AI を実行するために、または標準的な推論フレームワークとの互換性を確保

するために必要なコード。 

オープンソースライセンス：制限なく使用、検査、変更、再配布を許可するライセンス。認定された

オ ー プ ン ソ ー ス ラ イ セ ン ス の 一 覧 は 、 https://opensource.org/licenses お よ び 
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html で確認できる。  

トレーニングコード：トレーニングデータの処理および AI のトレーニングに使用されるコード。これ

には、データ処理およびフィルタリングコード、すべての引数と設定を含むトレーニングコード、検

証およびテストコード、トークナイザーやハイパーパラメータ探索コードなどのサポートライブラリ、

およびモデルアーキテクチャの仕様が含まれます。 

トレーニングデータ：AI のトレーニングに使用されるデータ。  

使用制限：モデルの使用方法を制限するライセンスの条件。商用利用、地理的制限、ユースケースの

制限などを含む。 

https://opensource.org/licenses
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html


 
  

重み：トレーニングを通じて生成された、AI モデルの学習済み数値パラメータ。 


